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船舶事故調査報告書 

 

                              令和８年３月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 水先人負傷 

発生日時 令和７年２月４日 ０９時５９分頃 

発生場所 長崎県長崎市伊
い

王
おう

島北東方沖 

 伊王島灯台から真方位０６５°１.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°４３.３′ 東経１２９°４６.８′） 

事故の概要  水先船ゆかりが東南東進する旅客船に接舷中、同旅客船に移乗しよ

うとしていた水先人が負傷した。 

事故調査の経過  令和７年２月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水先船 ゆかり、１１トン 

   ２９４－２５６５９長崎、個人所有 

１４.７４ｍ×３.６２ｍ×１.８４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４４８.００kＷ、平成２９年１２月 

（写真１ 参照） 

写真１ Ａ船 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ ３５歳 

 一級小型船舶操縦士・特定 

  免許 登録日 平成２０年４月１日 

免許証交付日 令和６年１１月１８日 

         （令和１２年２月１３日まで有効） 

水先人Ａ ６６歳 

長崎水先区一級水先人水先免状 

  免 許 年 月 日 令和７年１月６日 

  免状交付年月日 令和７年１月６日 
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  有効期間満了日 令和１０年１月５日 

 死傷者等 重傷 １人（水先人Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ４～５、視界 良好 

海象：波向 西北西、波高 約１.５ｍ、水温 約１６℃ 

 事故の経過 (1) 事故発生海域の特徴 

長崎港は、東方及び北東方に延びる入り江が港湾になってお

り、その中央付近に港奧に向かう航路（以下「長崎航路」とい

う。）が設けられている。 

長崎港港口（以下「港口」という。）の南西方沖から西方沖に

は、長崎市香焼
こうやぎ

島、同市沖
おき

之
の

島及び西端の伊王島が連なってお

り、その少し北方沖に浅所（平
ひら

瀬
せ

）があるので、同港に出入港す

るほとんどの船舶は、それらの北方沖を航行している。 

港口北岸の少し西方沖に、長崎市中
なか

ノ島及び同市松
まつ

島があり、

その南方沖が長崎航路西口になっている。 

パイロットステーションは、伊王島の北方沖及び北西方沖に２

か所あり、西側の巨大船のパイロットステーション（以下単に

「パイロットステーション」という。）については、北方から西

方、南方の風波の影響を直接受ける場所に位置している。 

（図１ 参照） 

 

図１ 長崎港及び同港西方海域 

 

(2) 水先人Ａの旅客船への移乗開始までの状況 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、旅客船（総トン数約４万ト

ン、長さ約２００ｍ）（以下「Ｂ船」という。）の水先業務を行う

水先人ＡをＢ船に移乗させる目的で、水先人Ａを同乗させ、令和

長崎県 

長崎市 

伊王島 

松島 

香焼島 

沖之島 

中ノ島 

長崎航路 港界 

パイロットステーション 

熊本県 
平瀬 

別のパイロットステーション 
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７年２月４日０９時２８分頃、パイロットステーションに向け

て、長崎港内の係留場所を出航した。 

水先人Ａは、自動膨張型の救命胴衣を着用していた。 

水先人Ａは、出航前に気象庁のウェブサイトで港口の風を北西

約８m/s と確認していたので、船長Ａに対し、Ｂ船に接舷する舷を

風下側の右舷（南側）とする旨を伝えた。 

水先人Ａは、Ａ船が長崎航路に入った際、Ｂ船から国際ＶＨＦ

無線電話（以下「ＶＨＦ」という。）で、乗船時刻について問わ

れ、１０時１５分と回答した。 

船長Ａは、長崎航路を西航したＡ船が長崎航路西口を出て少し

西北西進した辺りで、時間的に早いと思い、Ａ船を約１３ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）から減速させた。 

水先人Ａは、しばらくＡ船を西北西進させていたところ、長崎

港西方沖（伊王島北東方沖約１.２Ｍ付近）で、再びＢ船からＶＨ

Ｆで「外側（伊王島西方沖）は波が高いので、現在航行中の場所

で待機するように」との連絡を受けたものの、船長Ａは、波高約

１.０～１.５ｍの北西の向かい波の中を、約３～５kn に減速しな

がら、Ｂ船に向けてＡ船を西北西進させ続けた。 

この時点で、水先人Ａ及び船長Ａは、現在の伊王島東方海域の

波の状況であれば、Ｂ船の右舷側は風下になるので、現状よりも

更に波高が低くなって、水先人ＡのＢ船への移乗は安全に実施で

きると考えた。 

船長Ａは、その後、右舷船首方にＢ船を視認し、水先人Ａの指

示に従い、Ａ船をＢ船の右舷側に向けて針路をとった。 

（図２ 参照） 

図２ Ａ船がＢ船の右舷方に接近する状況（ＡＩＳ記録） 

 

   船長Ａは、Ｂ船の右舷中央部やや後方、海面上約３ｍの開口部

（以下「本件移乗口」という。）からパイロットラダー（水先人用

の縄梯子
ば し ご

、以下「ラダー」という。）が降ろされているのが確認で

きた。 
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船長Ａは、０９時５７分頃、Ａ船を右回頭させ、Ｂ船と同航し

ながら本件移乗口付近に接近させた。（図３、図４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ Ａ船が右回頭しながらＢ船に接近する状況（ＡＩＳ記録） 

 

図４ 本件移乗口の位置 

 

本件移乗口には、水先人の乗下船設備であるラダーのほか、マ

ンロープ*1及びスタンション*2が準備されていた。（図５、写真２参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*1  「マンロープ」とは、水先人が必要とした場合（荒天時などに利用、船側の昇降及び甲板への昇降の補助等に使

用）に直ちに使用することができるように設置される直径２８mm 以上３２mm 以下のロープをいう。甲板の出入口

にあるスタンション又はブルワークの高さまで達するように取り付けることとされており、吊
つ

り下げる長さは水

先人の指示による。 
*2  「スタンション」とは、船舶の縁などに設置される落下防止用の支柱などをいう。 

Ｂ船 

Ｂ船の航跡 

Ａ船の航跡 
Ａ船の右回頭時の 

航跡（推定） 
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図５ 本件移乗口における水先人の乗下船設備の概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本件移乗口における水先人の乗下船設備の写真 

      （本件移乗口の内側から撮影） 

 

水先人Ａは、Ｂ船の速力を約１５kn から約８kn に減速し、右舷

が風下舷になっているのを確認した後、Ｂ船との距離が約５０ｍ

になったとき、Ｂ船の右舷付近の波高を確認したところ、約０.５

ｍに見え、その後も波の状態が変わらなかったので、移乗可能と

判断した。 

船長Ａは、Ｂ船の右舷付近の波高を確認したところ、約１.０ｍ

に見え、これまで、同程度の波高でも水先人が移乗を行っていた

ので、移乗可能と判断した。 

船長Ａは、Ｂ船が長崎航路に近づいているので、水先人Ａをな

るべく早く移乗させようとＢ船に早く接舷する必要があると思

い、操船を続けた。 

(3) 水先人ＡのＢ船への移乗開始から本事故発生までの状況 
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水先人Ａは、Ａ船がＢ船に接近する中、Ｂ船の船側に沿って、

後方又は前方から波高０.５ｍ以下の波を確認したが、波によるＡ

船の上下の動揺*3については、移乗を困難にさせるものではないと

思った。 

船長Ａは、Ａ船の上下の動揺が水先人Ａの移乗の際に危険であ

るとは感じなかったが、移乗の可否については、水先人Ａが最終

的に判断するものと思い、Ｂ船に早く接舷させることに専念し、

Ａ船を約８kn の速力でＢ船と接するように並走させた。なお、船

長Ａは、Ｂ船と並走後、横揺れはほとんど感じなかった。 

水先人Ａは、Ａ船の船首甲板に出た後、Ｂ船のラダーに手が届

く距離になったので、Ａ船の船首甲板が少し上昇した際、移乗を

開始しようとラダー上端付近のサイドロープを両手で掴
つか

んだ。 

水先人Ａは、上下の動揺が小さく、ラダーに足を掛けやすかっ

たので、Ｂ船に速やかに移乗しようと思った。 

水先人Ａは、移乗しようと足下のラダーのステップに右足を掛

けようとしたが、思っていた以上にＡ船の船首甲板が上昇し、ラ

ダー上端付近のサイドロープを両手で掴んだ状態のまま、前屈
かが

み

の窮屈な体勢になった。このため、即座に右足を甲板上に戻し

た。 

船長Ａは、操舵室左舷側の窓枠が邪魔になり、水先人Ａの移乗

状況がほとんど確認できなかったが、Ａ船がＢ船に接舷する前

に、水先人Ａが移乗を始めるような動きを見た。 

また、船長Ａは、水先人ＡがＢ船に移乗するタイミングが少し

早いと思ったが、Ａ船をＢ船に接舷させる時に少し大きな縦揺れ

があったので、Ａ船が本件移乗口から前後に移動しないように速

力を調整するとともに、Ａ船船首部がＢ船舷側から離れないよう

操船に専念した。 

水先人Ａは、両手でサイドロープを掴み、ステップに足を掛け

ることができないまま、Ａ船の船首甲板が急降下したので両手で

ラダーを掴んだまま、ぶら下がるような状態となった。 

水先人Ａは、Ａ船の船首甲板の降下が一瞬止まったので、この

後は、波によってＡ船船首部が上昇すると予測しながら、その上

昇よりも早くラダーを上がり、速やかにＢ船に移乗しようと思

い、左足からステップに足を掛けて上ろうとした。 

水先人Ａは、左足からラダーを上り始めたところ、波によって

Ａ船船首部が急上昇し、Ａ船の船首甲板上に尻もちをついた。更

に体が持ち上げられて両足がステップから離れ、０９時５９分

頃、Ａ船とＢ船との間に左足を挟まれた。（なお、水先人Ａは、こ

 
*3  この場合の「上下の動揺」は、波を受けた船舶に上下揺れ（船体の平行な状態での上下動）と縦揺れ（船体の船

首尾方向の揺れ）が同時に生じている状態で、船上のある特定の場所における上下動を意味する。 
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の前後にＢ船舷側部分を右足で踏ん張るなどした際、右足を痛め

た。） 

（図６ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 船首甲板が下降した状態   ② 船首甲板が急上昇した状態 

図６ Ａ船の船首甲板が下降した後、急上昇した状況 

 

水先人Ａは、Ａ船の船首甲板上に尻もちをついた体勢で何とか

両手でサイドロープを掴んでいたが、Ａ船船首部が再び急下降を

始めたことから、掴み続けることができなくなり、落水した。 

(4) 本事故発生後の状況 

船長Ａは、左舷側の窓枠付近から、水先人ＡがＡ船の船首甲板

に座るような状態となり、その後、その姿が見えなくなったの

で、落水したと思い、すぐに主機操縦レバーを前進最微速に操作

し、Ｂ船との間隔を開けようと右舵を取り、水先人Ａを探した。 

船長Ａは、しばらくして水先人ＡがＢ船の船尾方に浮上してい

るのを認め、水先人Ａに接近してＡ船にある救命浮環２個を投入

した。 

船長Ａは、水先人Ａが２個のうちの１個の救命浮環に掴まった

ので、Ａ船の方に引き寄せた。 

船長Ａは、１人で水先人ＡをＡ船上に引き揚げることができな

いと判断し、Ｂ船の支援を行う予定で近くにいた作業船（以下

「Ｃ船」という。）に、ＶＨＦで救援を要請した。 

船長Ａは、その後すぐに海上保安庁に本事故の発生を通報し、

水先人Ａに投入した２個の救命浮環を両腕に通すように伝え、水

本件移乗口 

ラダー 

水先人Ａ 

ラダー 

船首甲板 

船首甲板 

本件移乗口 

水先人Ａ 

Ａ船 

Ａ船 
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先人Ａの様子を監視しながら待機した。 

水先人Ａは、しばらくして来援したＣ船の４名の乗組員によっ

てＣ船上に収容された後、巡視艇に移乗し、長崎港に搬送され

た。 

船長Ａは、Ｃ船による水先人Ａの救助を確認後、Ａ船を長崎港

に帰港させた。 

Ｂ船は、水先人Ａの救助を終えたＣ船の支援を受け、Ｂ船の乗

組員の操船で長崎港に入港した。 

水先人Ａは、後日、長崎市内の病院を受診し、右膝関節打撲

傷、右膝関節内側側副靱
じん

帯損傷、左下腿
たい

蜂
ほう

巣
そう

炎及び左膝下部挫
ざ

創
そう

と診断され、５日間入院した。 

（付図１ 航行経路図、付表１ Ａ航のＡＩＳ記録（抜粋）、付表２ 

Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋）） 

 その他の事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 令和５年に長崎水先区で発生した水先人落水死亡事故に対して

長崎水先区水先人会が講じた措置等 

  ① 長崎水先区水先人会が講じた措置 

長崎水先区水先人会は、‘令和５年５月５日に伊王島北西方沖

で発生した、水先人が水先船から大型旅客船に移乗する際の水

先人落水死亡事故’（以下「令和５年水先人死亡事故」とい

う。）を踏まえ、次の再発防止策（以下「長崎水先人会の再発防

止策」という。）を策定していた。 

１．天候、海上、海面の状態等を十分に考慮し、乗船の際は本

船への依頼の上、十分なLEE WAYを確保すること。またそれで

も安全な乗船に際し十分でないと判断した場合は、長崎航路

付近等、本船が安全であると判断できる海域へ移動するまで

乗船しないこと。それでも不十分である場合は、安全な乗船

ができない旨を伝え乗船することを断ること。また、必要に

応じ乗船に際し安全な乗船のためタグボートを使用すること

を十分に余裕のある時期に検討すること。 

（上記の「ＬＥＥ ＷＡＹ」とは、風圧差のことであり、「十分

なＬＥＥ ＷＡＹの確保」とは、本船（水先要請船）が風に

対して風上舷と風下舷に明確に区別される針路にすることに

より、風ができる限り弱まった状態の風下舷を確保するとい

う意味である。） 

（２、３略） 

４.悪天候が予想される場合、必要に応じ本船の担当ではない

（スペアの）パイロット（水先人）の乗船を含めたパイロッ

トボート（水先船）要員の増員を検討すること（ただし、追

加のボート要員増員は必ずしも確保できるものではないこと

に十分注意すること。） 
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（５、６略）   

② 長崎水先人会の再発防止策における水先人Ａ及び船長Ａの認

識状況 

水先人Ａ及び船長Ａは、長崎水先人会の再発防止策を認識し

ていた。 

(2) Ａ船の構造及び他の水先要請船へ接舷時の移乗場所の状況 

Ａ船は、水先要請船に接舷する場合、前進の航行状態で船首部

（左右両舷）しか圧着できないので、水先人が水先要請船へ移乗

の際に使用可能なスペースは、長さ約３.３０ｍ最大幅約３.６２

ｍの船首甲板の一部であった。 

(3) 本件移乗口に設置されたマンロープの状況 

水先人Ａは、Ａ船の船首甲板が更に上昇して前屈みの窮屈な体

勢になった際、マンロープを直接掴む必要はないと思った。（写真

２参照） 

(4) Ａ船からＢ船への水先人Ａの移乗の可否等の判断状況 

  ① 水先要請船への移乗の可否等の判断 

 長崎水先区においては、日頃から、水先人の水先要請船への

移乗の可否、接舷場所等の判断は、水先人自身が行っており、

船長Ａは水先人の指示に従っていた。 

  ② Ａ船船首部の上下の動揺に関する水先人Ａの判断 

水先人Ａは、Ａ船がＢ船に接舷する前、操舵室において、船

体の大きな上下の動揺は感じなかった。 

水先人Ａは、移乗時に、Ａ船船首部が上方に大きく跳ね上 

がったと思った。なお、Ｂ船の監視カメラ映像によれば、本事

故発生時、Ａ船船首部において、水先人Ａの身長と同程度の高

さ（約１.８ｍ）の上下の動揺が確認された。 

水先人Ａは、前月まで他の水先区において利用していた水先

船は、船首甲板が長く、移乗を行う場所が縦揺れの影響の少な

い船体中央部付近であったので、本事故時のＡ船船首部の突発

的な上下の動揺を予想することができなかった。 

なお、水先人Ａは、現在の水先区に派遣される前の水先区に

おいては、水先要請船がほとんど貨物船であり、移乗する甲板

が高かったので、マンロープを使用して直接水先要請船の甲板

に移乗した経験はなかった。  

(5) 本事故当時のＢ船右舷側（風下舷）の風波の状況 

  ① Ｂ船に対する相対風向 

ＡＩＳ記録によれば、本事故前のＢ船の船首方位は、真方位

約０９９°であり、Ｂ船は、風を左舷船尾方から受けるように

航行していた。 

② Ｂ船の風下舷の波の状況 
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Ｂ船の監視カメラ映像によれば、本事故当時の波の状況は、

次のとおりであった。 

ａ Ａ船がＢ船に接舷する前の状況 

Ａ船がＢ船に接舷する前には、Ｂ船右舷船尾付近におい

て、Ｂ船右舷船首方に向かう波があり、また、本件移乗口前

方においては、低い波が所々に散発的に認められるが、その

中に時々Ｂ船船首方から船尾方に向かう波が認められた。 

なお、これらの波は、左舷船尾方からの波に比べ低い波高

であった。 

ｂ 本事故発生前後の状況 

本件移乗口付近において、水先人ＡがＢ船への移乗を開始

した際、周囲よりも明確に高い波が発生し、同波が離れた

後、同程度の高さの波頭が少し尖
とが

るような形状の波が発生し

ていた。 

これらの波は、Ｂ船船尾付近から船首方に進んできた波と

Ｂ船船首方から船尾方に進んでいた波が、本件移乗口付近

（Ｂ船舷側から右舷方の限られた場所）で重なるように急に

盛り上がった後、前後に進む小さな波に分かれて確認できな

くなった。 

（図７ 参照） 

図７ Ｂ船の周囲の波及び風の状況 

 

(6) 水先人Ａに関する情報 

水先人Ａは、長崎水先区水先人会の派遣支援要請を受け、他の

水先区水先人会から派遣され、令和７年１月１５日から、長崎水

先区（長崎港）において、６隻の旅客船に対して水先業務を実施

していた。 

水先人Ａは、これまで、波高約１.５ｍ程度の波がある中で水先

要請船へ移乗した経験はあったが、いずれもＡ船より大型の水先
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船の中央部付近からの移乗であった。 

(7) 長崎水先区の水先に関する情報 

長崎水先区（長崎港）では、２人の水先人（１人は同水先区水

先人会会長が兼務）が水先業務に従事しているが、強制水先区で

はないので、入出港船舶は水先人を必ずしも乗り込ませる必要は

ない。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

(1) 移乗場所付近における波の状況 

本事故当時、本件移乗口の前方においては、Ｂ船船尾方に向か

う波が、また、本件移乗口の後方においては、Ｂ船船尾付近から

Ｂ船船首方に向かう波が発生し、それらの波が、本件移乗口の下

方付近で重なり、限られた場所に周囲よりも高い波が発生した可

能性があると考えられる。 

(2) Ａ船からＢ船へ移乗を行う海域の判断 

水先人Ａ及び船長Ａは、Ａ船が長崎航路西口を出て西北西進

中、長崎港西方沖の波の状況であれば、Ｂ船の風下側の右舷（南

側）は更に波が小さくなると考えたことから、水先人ＡのＢ船へ

の移乗が可能であると判断したものと考えられる。 

(3) 水先人Ａ及び船長Ａの移乗の可否判断 

水先人Ａは、Ｂ船の右舷側が風下舷になっているのを確認した

後、Ｂ船との距離が約５０ｍになった際、Ｂ船の右舷付近の波高

を約０.５ｍと判断し、その後も波の状態が変わらなかったことか

ら、また、船長Ａは、水先人ＡがＢ船に移乗する際、Ｂ船の右舷

方付近の波高を約１.０ｍと判断し、これまで他の水先人が同程度

の波高で水先要請船への移乗を行っていたことから、それぞれ移

乗可能と判断したものと考えられる。 

(4) 移乗する際のＡ船船首部の上下の動揺に関する水先人Ａの認識

及び判断 

前記(1)及び(3)から、水先人Ａは、Ｂ船の右舷付近の波高が約

０.５ｍで、その後も波の状態が変わらなかったことで移乗可能と

判断したことから、その後、Ｂ船に移乗しようとする際、本件移

乗口付近に周囲よりも高い波が連続して発生し、Ａ船船首部が大

きく上下に動揺することを想定できていなかったものと考えられ

る。 

また、水先人Ａが前月まで他の水先区において利用していた水

先船は、船首甲板が長く、移乗を行う場所が縦揺れの影響の少な

い船体中央部付近であったことから、水先人Ａは、本事故時、Ａ
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船船首部が大きく上下に動揺することを想定できていなかったも

のと考えられる。 

水先人Ａは、Ｂ船への移乗を開始し、最初の大きな波が発生し

てＡ船船首部が大きく上下に動揺した際、Ｂ船周辺の島や浅所ま

での距離を考慮しつつ、移乗を中断して、波の状態を確認する必

要があったものと考えられる。 

なお、Ａ船は、水先人ＡがＢ船に移乗する際、船首部におい

て、一時的に発生した波による上下揺れに縦揺れが加わり、約 

１.８ｍの上下の動揺があったものと考えられる。 

(5) 水先人Ａが負傷に至る状況 

   水先人Ａは、Ｂ船に移乗しようとした際、次の①～③の経過を

経て負傷し、その後、落水したものと考えられる。 

① 両手でサイドロープを掴み、ステップに足を掛けることがで

きなかったことから、Ａ船船首部が急降下してラダーにほぼぶ

ら下がるような状態となった。 

② Ａ船船首部の降下が止まったことから、左足からステップに

足を掛けてラダーを上ろうとした。 

③ ラダーを上り始めたところ、Ａ船船首部が急上昇したことか

ら、Ａ船の船首甲板上に尻もちをつくような状態となり、体ご

と持ち上げられて両足がステップから離れて、Ａ船とＢ船との

間に左足を挟まれた。   

(6) 再発防止策の徹底状況 

長崎水先区水先人会は、長崎水先人会の再発防止策を策定し、

天候、海上、海面の状態等を十分に考慮した上で、水先要請船へ

の安全な乗船に際し十分でないと判断した場合は、長崎航路付近

等、本船が安全であると判断できる海域へ移動するまで乗船しな

いことなどを定めていたものと考えられる。 

なお、水先人移乗時の海面の状態等に対する判断については、

水先人の雇用形態上水先人等の判断に任せられているものと考え

られる。 

(1)～(6)から、Ａ船は、伊王島北東方沖において、水先人Ａを移乗

させる目的でＢ船に接舷中、本件移乗口付近に周囲よりも高い波が一

時的に発生している状況下、水先人Ａが、Ｂ船に移乗しようとしたこ

とから、Ａ船の船首甲板が上下に動揺した際に同甲板上で体勢を崩

し、Ａ船とＢ船との間に左足を挟まれて負傷し、その後、落水したも

のと考えられる。 

なお、水先人Ａが、Ａ船がＢ船に接舷する前に、本件移乗口付近に

一時的に周囲より高い波が発生することを予想するのは、困難であっ

たものと考えられる。 

原因 本事故は、伊王島北東方沖において、Ａ船が水先人Ａを移乗させる
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目的でＢ船に接舷中、本件移乗口付近に周囲よりも高い波が一時的に

発生している状況下、水先人Ａが、Ｂ船に移乗しようとしたため、Ａ

船の船首甲板が上下に動揺した際に同甲板上で体勢を崩し、Ａ船とＢ

船との間に左足を挟まれたことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 水先人Ａは、本事故後、港外での移乗が危険と判断される場合は、

長崎航路内で移乗を行うようにした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・水先人は、水先要請船への移乗を行う場合、移乗口付近の波を慎

重に確認し、安全に移乗することができないと判断した場合は、

安全な海域まで移動してから移乗すること。 

・水先人は、他の水先区に派遣された際、パイロットステーション

付近の波の状況等及び水先船の大きさなど他の水先区と異なる特

徴について確実に把握した後、水先業務に従事すること。 

・水先区水先人会は、他の水先区から水先人の派遣を受けた際、派

遣された水先人に対し、当該水先区の前項に示した特徴などにつ

いて、事前説明を行うこと。 

・水先区水先人会は、水先人の水先要請船の乗下船時の安全を確保

するため、事故情報のほか、最適な移乗方法やヒヤリハットにつ

いて、随時、水先人及び水先船の船長と共有を図るとともに、記

録としても残し、派遣された水先人等に対する事前説明等に活用

すること。 
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付図１ 航行経路図 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時 刻 

（時：分：秒） 

船位※ 
船首方位※ 

（°） 

対地針路※ 

（°） 

対地速力 

（kn) 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

09:50:12 32-43-02.1 129-47-29.5  315.5 4.5 

09:51:13 32-43-05.0 129-47-23.8  305.0 7.4 

09:52:12 32-43-06.6 129-47-19.2  315.9 4.4 

09:53:11 32-43-09.6 129-47-15.5  305.5 4.6 

09:54:13 32-43-12.2 129-47-11.7  289.3 5.7 

09:55:11 32-43-13.0 129-47-05.1  277.2 6.2 

09:56:14 32-43-13.0 129-46-47.9  286.3 6.2 

09:56:41 32-43-13.1 129-46-54.1  235.4 8.8 

09:57:11 32-43-13.4 129-46-50.2  283.8 6.0 

09:57:41 32-43-14.4 129-46-47.7  296.4 4.7 

09:58:12 32-43-15.2 129-46-45.7  269.3 4.6 

09:58:45 32-43-17.4 129-46-42.6  007.8 7.0 

09:59:11 32-43-18.8 129-46-45.4  098.4 6.4 

09:59:41 32-43-18.1 129-46-49.8  114.3 3.8 

10:00:11 32-43-17.2 129-46-52.9  124.3 6.3 

10:00:41 32-43-16.3 129-46-51.1  009.9 6.3 

10:01:44 32-43-16.2 129-46-50.9  029.6 7.5 

10:02:12 32-43-17.2 129-46-52.4  079.5 3.0 

10:02:42 32-43-15.9 129-46-51.5  157.9 4.2 

10:03:11 32-43-14.7 129-46-52.1  153.2 1.3 

10:03:43 32-43-15.3 129-46-51.8  074.2 4.0 

10:04:13 32-43-14.7 129-46-52.1  140.2 1.8 

10:04:43 32-43-13.9 129-46-53.1  149.4 2.3 

10:05:11 32-43-13.5 129-46-51.7  015.4 6.6 

10:05:41 32-43-14.2 129-46-53.4  108.1 2.4 

10:06:13 32-43-14.6 129-46-54.6  351.6 7.8 

10:06:41 32-43-13.6 129-46-53.5  137.7 1.5 

10:07:12 32-43-12.8 129-46-54.0  150.9 2.8 

10:07:41 32-43-12.0 129-46-54.3  157.8 3.2 

※船位は、操舵室上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、ＧＰＳアンテナの位置情報

は、船首から８ｍ、船尾から７ｍ、左舷から３ｍ、右舷から３ｍであった。また、対地針路

及び船首方位は真方位である。 
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付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時 刻 

（時：分：秒） 

船位※ 
船首方位※ 

（°） 

対地針路※ 

（°） 

対地速力 

（kn) 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

09:53:21 32-43-32.6 129-45-25.9 087 089.4 15.0 

09:54:21 32-43-31.3 129-45-43.6 098 099.3 15.2 

09:55:20 32-43-28.5 129-46-01.0 097 100.6 14.8 

09:56:21 32-43-25.7 129-46-17.0 100 102.6 13.2 

09:57:20 32-43-23.2 129-46-30.7 099 102.6 10.9 

09:58:20 32-43-20.9 129-46-41.6 099 103.9  8.8 

09:58:33 32-43-20.4 129-46-43.7 099 104.2  8.6 

09:58:45 32-43-20.0 129-46-45.6 099 104.5  8.3 

09:58:57 32-43-19.6 129-46-47.4 099 104.9  8.1 

09:59:10 32-43-19.1 129-46-49.4 099 105.2  7.9 

09:59:21 32-43-18.7 129-46-51.0 098 105.2  7.7 

09:59:31 32-43-18.4 129-46-52.4 099 105.5  7.6 

09:59:45 32-43-17.9 129-46-54.4 099 106.4  7.5 

10:00:01 32-43-17.7 129-46-55.3 100 106.9  7.4 

10:00:10 32-43-17.0 129-46-57.8 101 108.3  7.2 

10:00:21 23-43-16.6 129-46-59.2 102 109.0  7.0 

※船位は、操舵室上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、ＧＰＳアンテナの位置情報

は、船首から３６ｍ、船尾から１６７ｍ、左舷から１４ｍ、右舷から１４ｍであった。また、

対地針路及び船首方位は真方位である。 

 

 


